
【医療DX推進体制整備加算・医療情報取得加算】

当院では医療DXを推進し質の高い医療を提供するために
以下の取り組みを行っています。

１.オンライン請求を実施しています。
２.オンライン資格を確認するための体制を有しています。
３.オンライン資格確認等システムから取得した診療情報を
閲覧・活用できる体制を有しています。
４.マイナ保険証を利用できる環境を整備しています。
５.マイナ保険証の利用に関するポスターを掲示しています。
６.電子処方箋を発行する体制を予定しております。
７.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を予定しております。

健康保険法の診療報酬算定に基づき、医療DX推進体制整備加算を算定
いたします。ご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

ゆるり在宅クリニック 院長


